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平成２２年４月１９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成●●年（○○）第●●号 租税債権存在確認請求事件 

口頭弁論終結日 平成２２年３月２５日 

 

判     決 

原告     国 

被告     亡Ｙ相続財産 

 

主     文 

１ 原告が、被告に対し、別紙１租税債権等目録記載の租税債権を有することを確

認する。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

事     実 

第１ 当事者の求めた裁判 

１ 請求の趣旨 

主文同旨 

２ 請求の趣旨に対する答弁 

（１）原告の請求を棄却する。 

（２）訴訟費用は原告の負担とする。 

第２ 当事者の主張 

１ 請求原因 

別紙１記載のとおりである。 

２ 請求原因に対する認否 

別紙２記載のとおりである。 
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理     由 

１ 請求原因について 

（１）請求原因１について 

請求原因１のうち、柱書き部分、原告が被告に対し、平成１５年１１月４日

において２６７万１５００円、同月１７日において２６２７万３９００円、平

成２１年１２月２４日において２６４８万５７００円の各租税債権を有するこ

とは、争いがない。 

同１（１）は、甲４、５、１７、１８号証及び弁論の全趣旨により認められ、

同１（２）ないし（４）は、いずれも甲１７、１８号証及び弁論の全趣旨によ

り認められる。 

同１（５）のうち、Ｙが平成１４年５月１８日に死亡したこと、水戸家庭裁

判所が平成１５年５月１９日、亡Ｙの相続財産管理人として弁護士を選任する

審判をしたことは争いがなく、その余の事実は、甲６、１９号証及び弁論の全

趣旨により認められる。 

同１（６）は争いがない。 

同１（７）のうち、水戸税務署長により、別紙３滞納税額等証明書２記載に

かかる番号２及び番号４にかかる本税及び利子税について督促状が発せられた

ことは争いがなく、その余の事実は、甲２号証及び弁論の全趣旨により認めら

れる。 

同１（８）、（９）は争いがない。 

（２）請求原因２について 

請求原因２（１）は争いがない。 

同２（２）うち、別紙１租税債権等目録中の番号１及び番号３の各相続税の

徴収権の消滅時効がそれぞれの納期限である平成１４年１１月１４日まで、同

年１２月２５日まで停止したこと、いずれも督促状が発せられたことにより、

同目録中の番号１及び番号３の各相続税の徴収権の消滅時効が平成１５年１１
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月４日に、同目録の番号２及び番号４の各相続税の徴収権の消滅時効が同月１

７日にそれぞれ中断したことは争いがなく、その余の事実は、弁論の全趣旨に

より認められる。 

同２（３）、（４）は争いがない。 

（３）請求原因３について 

請求原因３（１）は争いがない。 

上記事実を前提とすると、同３（２）が認められる。 

２ 結論 

よって、原告の請求は理由があるから、認容し、主文のとおり判決する。 

 

水戸地方裁判所民事第２部 

裁判官     窪木稔 
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別紙１ 請求原因 

１ 原告の被告に対する租税債権の存在 

原告（所管庁・水戸税務署長）は、被告に対し、別紙２滞納税額等証明書１

記載のとおり、平成１５年１１月４日現在、合計２６７万１５００円の租税債

権を有しているところ（甲第１号証）、別紙３滞納税額等証明書２記載のとお

り、同租税債権は、同月１７日現在、合計２６２７万３９００円になっていた

（甲第２号証）。 

そして、別紙４滞納税額等証明書３記載のとおり、上記租税債権は、平成２

１年１２月２４日現在、合計２６４８万５７００円になっている（甲第３号証）。 

このように、原告は、被告に対し、既に納期限を経過した相続税の租税債権

（以下「本件債権」という。）を有しているところ、原告が本件債権を取得す

るに至った経緯は以下のとおりである。 

（１）亡Ｙ（以下「亡Ｙ」という。）は、平成６年１１月１４日、水戸税務署

長に対し、亡Ｙの実父Ａ（平成６年３月１２日死亡、以下「被相続人」と

いう。）を被相続人（甲第４号証）、納付すべき税額を１７２９万０８０

０円とする相続税の申告書を提出する（以下「本件申告」という。）とと

もに、延納申請額を１７２９万０８００円とし、延納申請年数を２０年と

する相続税延納申請書を提出し、亡Ｙ所有の茨城県所在の土地及び建物（以

下「本件不動産」という。）を延納担保として提供した。 

（２）水戸税務署長は、平成７年１２月２７日、上記（１）記載の相続税延納

を許可し（以下「本件延納許可１」という。）、本件不動産について、順

位２番の抵当権設定登記を具備した。 

（３）亡Ｙは、平成８年８月７日、水戸税務署長に対し、本件申告について、

納付すべき税額を１８２８万２４００円とする修正申告書を提出する（以

下「本件修正申告」という。）とともに、延納申請額を１８２８万２４０

０円とし、延納申請年数を１８年とする相続税延納申請書を提出し、本件
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不動産を延納担保として提供した。 

（４）水戸税務署長は、平成１０年１１月３０日、上記（３）記載の相続税延

納を許可し（以下「本件延納許可２」という。）、本件不動産について、

順位３番の抵当権設定登記を具備した。 

（５）亡Ｙは平成１４年５月１８日に死亡し（甲第５号証）、その相続が開始

されたが、同人の相続人全員が相続を放棄したため、水戸家庭裁判所家事

審判官は、訴外株式会社Ｂ銀行による相続財産管理人選任の申立てにより、

平成１５年５月１９日、被相続人亡Ｙの相続財産管理人として訴外弁護士

Ｃ（以下「訴外管理人」という。）を選任する旨審判した（平成●●年（○

○）第●●号、甲第６号証）。 

（６）水戸税務署長は、平成１５年１１月４日、訴外管理人に対し、既に納期

限を経過した別紙２滞納税額等証明書１記載に係る本税及び利子税につい

て、それぞれ督促状を発した。 

（７）本件延納許可１及び同２に係る期限未到来の相続税については、亡Ｙの

相続人不存在につき訴外管理人が選任され、延納税額の徴収が図られない

ことから、水戸税務署長は、平成１５年１１月１３日、本件延納許可１及

び同２をそれぞれ取り消し、同月１７日、訴外管理人に対し、別紙３滞納

税額等証明書２記載にかかる番号２及び番号４に係る本税及び利子税につ

いて、それぞれ督促状を発した。 

（８）水戸税務署長は、平成１６年２月１３日、水戸地方裁判所において、本

件不動産に係る競売手続（平成●●年（○○）第●●号、以下「本件競売

事件」という。）が開始されたことから、本件不動産について担保物処分

のための滞納処分による差押えを行い（甲第７号証）、同日、同地方裁判

所に対し、上記差押通知及び交付要求を行った（甲第８号証）。 

同裁判所は、平成１６年１２月２日付けで、本件競売事件について、配

当期日を平成１７年１月１３日に指定し（甲第９号証）、同日、配当手続
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は終了した（甲第１０号証）。 

（９）訴外管理人は、平成１７年１月１２日、水戸家庭裁判所に対し、亡Ｙの

財産管理について、残余財産が皆無となったため、その事務が終了した旨

報告し（甲第１１号証）、同年６月２４日をもって亡Ｙの財産管理を終了

した（甲第１２号証）。 

以上から、民法９５１条により、被告である亡Ｙの相続財産法人の成立

が認められ、原告は、被告に対し、本件債権を有している（甲第３号証）。 

２ 租税債権の徴収権の消滅時効中断措置について 

（１）本件債権は、被相続人が平成６年３月１２日に死亡したことにより発生

した相続税であるところ、本件申告に係る相続税の徴収権の消滅時効は、

同相続税の法定納期限である平成６年１１月１４日の翌日から進行し、本

件修正申告に係る相続税の徴収権の消滅時効は、同相続税の申告日である

平成８年８月７日の翌日から進行する（相続税法２７条１項「平成４年法

律１６号附則３条」（甲第１３号証）、３３条、国税通則法７２条１項、

７３条３項１号）。 

（２）そして、本件債権の課税原因である相続税の徴収権の消滅時効は、水戸

税務署長が相続税延納を許可した日から、別紙１租税債権等目録中の番号

１の相続税については納期限である平成１４年１１月１４日まで、同目録

中の番号３の相続税については納期限である平成１４年１２月２５日まで、

同目録中の番号２及び番号４の各相続税については各許可を取り消した平

成１５年１１月１３日までの間、各停止した（国税通則法７３条４項）。 

その後、別紙１租税債権等目録中の番号１及び番号３の各相続税の徴収

権の消滅時効は、督促状が発せられた同月４日に、別紙１租税債権等目録

中の番号２及び番号４の各相続税の徴収権の消滅時効は、督促状が発せら

れた同月１７日にそれぞれ中断した（国税通則法７３条１項４号）。 

（３）さらに、本件競売事件について、水戸税務署長が平成１６年２月１３日
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に本件不動産の差押え及び交付要求を行ったことにより、本件債権の徴収

権の消滅時効は中断し（国税通則法７２条３項が準用する民法１４７条２

号、国税通則法７３条１項５号）、配当期日が終了した平成１７年１月１

３日をもって本件債権の徴収権の時効中断事由は終了した（甲第１４号証）。 

（４）上記１（９）記載のとおり、訴外管理人が管理すべき亡Ｙの相続財産は

皆無となり、平成１７年６月２４日をもって財産管理を終了したことから、

原告は、本件債権について、国税通則法上の時効中断措置を採り得ない。 

３ 確認の利益について 

（１）上記２（４）記載のとおり、原告は、国税通則法上の時効中断措置を採

り得ないところ、平成１７年１月１３日、本件競売事件の配当手続が終了

したことにより、本件債権の徴収権の消滅時効は進行し、配当期日が終了

した日から５年間の経過をもって、本件債権の徴収権は時効消滅するおそ

れがある。 

また、被相続人の相続においては、亡Ｙが相続するとともに、被相続人

の子である訴外Ｄ、同Ｅ、同Ｆ及び同Ｇが相続したことから、上記訴外Ｄ

ら各相続人が連帯納付義務を負い（相続税法３４条１項）、また、訴外Ｅ

については、同人の死亡（平成１７年５月１２日死亡）により、妻である

訴外Ｈ及びその子である訴外Ｉ、同Ｊ、同Ｋ、同Ｌが各相続した（甲第１

５号証の１ないし３）ことから、上記訴外Ｈら訴外Ｅの相続人らがそれぞ

れ同人の連帯納付義務を承継するところ、本件債権の徴収権が時効消滅す

れば、これらの者に対する亡Ｙ固有の相続税に係る連帯納付義務も消滅す

ることとなる。 

（２）本件債権について、他の時効中断措置が採り得ないのだから、原告は、

被告に対し、本件債権を有することの確認を求める利益が認められるとい

うべきである。 

４ 結語 
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以上から、原告は、被告に対し、本件債権を有することの確認を求める。 

以上 
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別紙２ 請求原因に対する認否 

１ 請求原因１について 

同１柱書き部分、原告が被告に対し、平成１５年１１月４日において２６

７万１５００円、同月１７日において２６２７万３９００円、平成２１年１

２月２４日において２６４８万５７００円の各租税債権を有することは認め

る。 

同１（１）ないし（４）は不知。 

同１（５）のうち、亡Ｙが平成１４年５月１８日に死亡したこと、水戸家

庭裁判所が平成１５年５月１９日、亡Ｙの相続財産管理人として弁護士を選

任する審判をしたことは認め、その余は不知。 

同１（６）は認める。 

同１（７）のうち、水戸税務署長により、別紙３滞納税額等証明書２記載

にかかる番号２及び番号４にかかる本税及び利子税について督促状が発せら

れたことは認め、その余は不知。 

同１（８）は認める。 

同１（９）は認める。 

２ 請求原因２について 

同２（１）は認める。 

同２（２）のうち、別紙１租税債権等目録中の番号１及び番号３の各相続

税の徴収権の消滅時効がそれぞれの納期限である平成１４年１１月１４日ま

で、同年１２月２５日まで停止したこと、いずれも督促状が発せられたこと

により、同目録中の番号１及び番号３の各相続税の徴収権の消滅時効が平成

１５年１１月４日に、同目録の番号２及び番号４の各相続税の徴収権の消滅

時効が同月１７日にそれぞれ中断したことは認め、その余は不知。 

同２（３）、（４）は認める。 

３ 請求原因３について 
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同３（１）は認め、同３（２）は不知。 

以上 


